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※経由団体：各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 
貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

オマーンにおける問題点と要望 
 

区分 経由団体* No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 

14税制 日機輸 (1) 広範な課税対象範
囲 

・オマーンでは、プラント輸出契約（設計・機材調達・建設の一括請負契約）につ

いて契約金額総額が課税対象になる。そのため設計役務など当該国外（例え

ば、日本、第三国など）において提供された役務についても、すべてが課税対

象になる。 

・プラント輸出契約（設計・機材調達・建設

の一括請負契約）において設計役務など

プラント建設国外（例えば日本や第三国な

ど）にて提供された役務については、課税

対象外にしていただきたい。 
・恒久的施設（Permanent 
Establishment：PE）に帰属する所得を
当該国での建設部分のみとするよう租税

条約に明記頂きたい。 

 

23諸制度・慣行・非
能率な行政手続 

日機輸 (1) 本社経費の付け替
えの制限 

・オマーンでの石油精製、石油化学、天然ガス処理、液化天然ガス（LNG）プラ
ント等の建設プロジェクト（設計・機材調達・建設一括請負）においては、個別

プロジェクトにて発生する販売費及び一般管理費や工務部門間接費の付け替

え（賦課）について、カタールでは（売上高－外部仕入高）の 3％、クウェートで
は 3.5％しか認められず、オマーンにおいては売上高の 3％、もしくは本社販
間費の 3%しか認められない。 
個別プロジェクトの遂行過程では、本社機能や間接部門のサポートも不可欠

であるが、プロジェクトをサポートする上で発生する人件費や経費は、上記の

見做し額では実状とかけ離れたものとなっている。 

・個別プロジェクトにおいて発生する販売

費・一般管理費や工務（製造）部門間接費

については、発生の実状に則したレベル

での付け替えを認めていただきたい。 

 

 


